


されている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けて

いる者を除く。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者

でないこと。 

（７）国税及び地方税を完納している者であること。 

（８）過去６年間で１施設１日１,３００食以上の学校給食調理施設での受託実績を３年以

上有し、かつ現在も該当する施設での調理等業務契約を締結していること。 

（９）赤磐市教育委員会との連絡・調整がすみやかに行えるよう、本件委託事業の参加申込

時において、岡山県内又は隣接県に本社、支社若しくは事務所のいずれかを有しているこ

と。 

（10）受託業務の遂行が困難となった場合の代行保証の体制を有する者であること。 

 

３．審査基準等 

「赤磐市立中央学校給食センター調理等業務委託に係る公募型プロポーザル方式実施説

明書」の「１０．審査方法」のとおり 

 

４．担当部署 

赤磐市教育委員会 赤磐市立中央学校給食センター 

 〒709-0835 岡山県赤磐市西中２２０番地１ 

  電話 086-955-9501 FAX 086-955-9506 

  E-mail：chuo-kyu@city.akaiwa.lg.jp 

 

５．手続き等 

（１）関係書類の交付期間、場所及び方法 

 ア 交付期間 令和８年３月１７日（火）から令和８年５月１日（金）まで 

 イ 場  所 赤磐市ホームページ 

 ウ 方  法 電子データのダウンロード 

 

（２）参加申込書の提出期限、場所及び方法 

 ア 提出期限 令和８年４月６日（月）１７時必着 

 イ 場  所 赤磐市立中央学校給食センター 

（〒７０９－０８３５ 岡山県赤磐市西中２２０番地１） 

 ウ 方  法 持参又は郵送（簡易書留に限る。） 

 

（３）提案書の提出期限、場所及び方法 

 ア 提出期限 令和８年５月１日（金）１７時必着 



 イ 場  所 赤磐市立中央学校給食センター 

（〒７０９－０８３５ 岡山県赤磐市西中２２０番地１） 

 ウ 方  法 持参又は郵送（簡易書留に限る。） 

 

（４）仕様書等に対する質問に関する事項 

 ア 受付期間 令和８年３月１７日（火）から令和８年３月２７日（金）１３時まで 

 イ 方  法 電子メール 

 ウ 回  答 公平性を保つため、令和８年３月３１日（火）までに質問内容の回答の全

てを赤磐市ホームページで公表する。 

 

（５）プレゼンテーション及びヒアリング 

ア 予定日時 令和８年５月１９日（火） 

イ 実施場所 赤磐市役所３階第１会議室 

ウ 実施内容 １事業者につき４０分程度（プレゼンテーション２０分以内、 

質疑応答１０分程度、準備、片づけ各５分以内）とする。 

 

６．その他 

詳細については、「赤磐市立中央学校給食センター調理等業務委託に係る公募型プロポー

ザル方式実施説明書」による。 

以上 


